
大 和 市 教 育 委 員 会 ９ 月 定 例 会  

 

日 時  令和４年９月２９日 

     午前１０時００分 

場 所  教育委員会室 

１ 開 会 

２ 会 議 時 間 の 決 定 

３ 会議録署名委員の決定 

４ 教 育 長 の 報 告  

５ 議 事 

日程第１（議案第２２号） 令和５年度大和市公立学校県費負担教職員人事異動方針

について 

日程第２（議案第２３号） 「大和市教育委員会が所掌する事項に係る補助金交付事

業に関する要綱」の一部を改正する要綱について 

日程第３（報告第４号） 大和市教育委員会職員の人事について 

６ そ の 他 

７ 閉        会 

 

 



議案第２２号 

 

令和４年度大和市公立学校県費負担教職員人事異動方針について 

 

令和４年度大和市公立学校県費負担教職員人事異動方針について、審議願いたく提

案する。 

 

令和４年９月２９日提出 

 

     大和市教育委員会  

教育長 柿 本 隆 夫 

 



 



令和５年度大和市公立学校県費負担教職員人事異動方針 

 

 

大和市教育委員会 

 

  

 大和市教育委員会は、学校の組織としての能力を高めるとともに、教職員の意

欲と専門性の向上を図るため、また、教職員の世代交代が円滑に進むよう、人事

異動にあたっては、次の事項を基本方針とし、関係機関の協力のもとに教職員の

適正な配置に努めるものとする。 

 

 

【基本方針】 

 

１．組織力の向上を図る。 

本市教育の活性化を図り、多様な教育課題に対応し、教育効果を高めるため、

積極的に転任及び配置換えを行い、教職員組織の充実と均衡化に努め、魅力あ

る学校づくりの推進と学校の組織力の向上を図る。 

 

 

２．人材育成を推進する。 

世代交代が進み、教職員の年齢構成等が変わりつつある中、全市的な視野に

立った人事異動により、一人ひとりの教職員が多様な経験を積み、組織内での

自らの役割を意識し、意欲的に力を発揮できるよう、人材育成を推進する。 
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令和４年度教職員人事概要 

 

◎ 令和４年５月１日現在の教職員数（定数）                  

 

小学校：７２６人 

中学校：３８０人  計 １，１０６人 

 

１．総括教諭・教諭の男女・年齢別【正規職員のみ（産休・育休者含む）】（令和４年５月１日現在） 

年齢 ３０歳以下 31～40歳 41～50歳 51～60歳 計 男女の比率  

小

学

校 

男 ５９ １０６ ５１ ４ ２２０ ３８．０% 

女 １０１ １５８ ７１ ２９ ３５９ ６２．０% 

計 １６０ ２６４ １２２ ３３ ５７９ １００．０% 

率 ２７．６% ４５．６% ２１．１% ５．７% １００．０% ― 

中

学

校 

男 ３６ ６４ ３１ ８ １３９ ５５．４% 

女 ３３ ４２ １７ ２０ １１２ ４４．６% 

計 ６９ １０６ ４８ ２８ ２５１ １００．０% 

率 ２７．５% ４２．２% １９．１% １１．２% １００．０% ― 

  ※再任用は含まない。 

 

２．同一校多年勤務者数（総括教諭・教諭）（令和５年３月３１日見込） 

 10年以上 ９ 年 ８ 年 計 割 合 

小学校 ５ ９ ３７ ５１人 ８．８％ 

中学校 ５ ４ ２０ ２９人 １１．６％ 

 

３．令和３年度末異動状況（教職員） 

 小学校 中学校 計 

 辞  職 ２１ １６ ３７ 

 転  出 
県 内    ５ ２    

８ 
県 外    １ ０    

 管理職異動   １１    ６   １７ 

 市内配置換   ６５   １９   ８４ 

 転  入    ９    ５    １４ 

 新 採 用     
 男   １３ ５    

３６ 
 女   １０    ８ 

    計 １３５ ６１ １９６ 

 

４．新採用教職員数の推移（教諭、養護教諭、事務職員、栄養職員を含む） 

年度 ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ Ｒ１ ２ ３ ４ 

小学校 ４０ ４８ ４４ ２９ ３０ ３６ ３７ ４０ ３６ ３８ ２３ 

中学校 １４ １９ １８ １３ １３ １５ ２２ １９ １６ １７ １３ 

計 ５４ ６７ ６２ ４２ ４３ ５１ ５９ ５９ ５２ ５５ ３６ 
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５．再任用教職員数の推移 

年 度 ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ Ｒ１ ２ ３ ４ 

小 

学 

校 

教  諭 ３８ ４０ ４２ ３３ ２８ ２５ ２２ ２４ ２３ ２１ １７ 

養護教諭  ０  ０  ０  ０  ０  ２  ２ ０ ０ ２ ２ 

栄養職員  ０  ０  ０  ０  ０  ０  ２ ０ ０ ０ ０ 

事務職員  ０  ０  ３  ４  ６  ４ ３ ２ ２ １ １ 

中 

学 

校 

教  諭 ２４ ２８ ２５ ２０ ２３ ２０ １７ ２２ ２６ ３１ ３０ 

養護教諭  ０  ０  ０  ０  ０  ０  ０ １ ２ ２ １ 

栄養職員  ０  ０  ０  ０  ０  ０  ０ ０ ０ ０ ０ 

事務職員  ０  ０  ０  ０  １  １ １ ２ １ ０ ０ 

合  計 ６２ ６９ ７０ ５７ ５８ ５２ ４７ ５１ ５４ ５７ ５１ 

 

６．児童・生徒・教職員数等の推移              （各年度 ５月１日現在） 

年度 

小   学   校 中   学   校 

学校数 

（校） 

 児童数 

（人） 

学級数 

（C） 

教職員

数

（人） 

学校数 

（校） 

 生徒数 

（人） 

学級数 

（C） 

教職員 

数

（人） 

２４ １９ 11,582 422 650 ９ 5,756 179 362 

２５ １９ 11,534 422 650 ９ 5,733 184 373 

２６ １９ 11,504 424 658 ９ 5,587 177 365 

２７ １９ 11,628 435 659 ９ 5,517 175 360 

２８ １９ 11,618 434 663 ９ 5,467 174 356 

２９ １９ 11,729 440 664 ９ 5,432 175 363 

３０ １９ 11,880 445 678 ９ 5,305 176 359 

１ １９ 11,799 446 695 ９ 5,338 177 365 

２ １９ 11,926 458 708 ９ 5,359 183 369 

３ １９ 11,777 459 719 ９ 5,571 188 376 

４ １９ 11,797 466 726 ９ 5,600 190 380 

 

 

７．令和４年度学年別児童・生徒数          （令和４年５月１日現在） 

 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 特別支援 計 

小学校 1,890 1,838 1,909 1,822 1,865 1,933 540 11,797 

中学校 1,772 1,895 1,753  190  5,600 
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議案第２３号 

 

大和市教育委員会が所掌する事項に係る補助金交付事業に関する要綱等の 

一部を改正する要綱について 

 

大和市教育委員会が所掌する事項に係る補助金交付事業に関する要綱等の一部を改 

正する要綱について、審議願いたく提案する。 

 

令和４年９月２９日提出 

 

     大和市教育委員会  

教育長 柿 本 隆 夫 



 



「 

」 
「 

」 

大和市教育委員会告示第  号 

大和市教育委員会が所掌する事項に係る補助金交付等事業に関する要綱の一部を改正す 

る要綱 

大和市教育委員会が所掌する事項に係る補助金交付等事業に関する要綱（平成２０年大和市教育

委員会告示第５号）の一部を次のように改正する。 

第３条第２項中「第２２条第５号」を「第２２条第６号」に改める。 

附則を附則第１項とし、同項に見出しとして「（施行期日）」を付し、附則に次の１項を加える。 

 （令和４年における物価高騰対策に関する特例措置） 

２ 別表の規定にかかわらず、令和４年１０月１日から令和５年３月３１日までの間、同表中 

大和市第３子 

以降学校給食 

費補助金交付 

事業 

大和市立小学校又は中学校及び公立の特別支援学校の小学部

又は中学部に在籍する児童生徒を３人以上養育する保護者の

学校給食に係る経済的負担を軽減し、少子化対策の充実を図

ることを目的とする。 

とあるのは、 

 

大和市第３子 

以降学校給食 

費補助金交付 

事業 

大和市立小学校又は中学校及び公立の特別支援学校の小学部

又は中学部に在籍する児童生徒を３人以上養育する保護者の

学校給食に係る経済的負担を軽減し、少子化対策の充実を図

ることを目的とする。 とする。 

大和市学校給 

食食材料費補 

助金交付事業 

大和市立の小中学校に対し、令和４年度における物価高騰の

影響を受けた学校給食に係る食材料費の一部を補助すること

により、安定した学校給食の提供を図ることを目的とする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、公表の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 令和５年３月３１日までに交付した改正後の大和市教育委員会が所掌する事項に係る補助金交

付等事業に関する要綱別表に掲げる大和市学校給食食材料費補助金に係る大和市補助金交付規則

（昭和４２年大和市規則第２１号）に基づく返還については、同日後もなお従前の例による。 

1



 

2



 

 

大和市教育委員会が所掌する事項に係る補助金交付等事業に関する要綱新旧対照表 

（下線部分は、改正部分） 

改正案 現行 

（補助金の交付等） （補助金の交付等） 

第３条 略 第３条 略 

２ 前項に規定するもののほか、補助金交付等事業に必要な予算執行

等、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162

号）第22条第６号に定める大和市長の権限に属する事務に関して必要

な事項は、別に定める。 

 

２ 前項に規定するもののほか、補助金交付等事業に必要な予算執行

等、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162

号）第22条第５号に定める大和市長の権限に属する事務に関して必要

な事項は、別に定める。 

 

附 則 附 則 

 （施行期日）   

１ この要綱は、平成20年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この要綱は、平成20年４月１日から施行する。 

3



 

 

「 

」 

「 

」 

（令和４年における物価高騰対策に関する特例措置） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

２ 別表の規定にかかわらず、令和４年10月１日から令和５年３月31日 

までの間、同表中 

大和市第３子

以降学校給食

費補助金交付

事業 

大和市立小学校又は中学校及

び公立の特別支援学校の小学

部又は中学部に在籍する児童

生徒を３人以上養育する保護

者の学校給食に係る経済的負

担を軽減し、少子化対策の充

実を図ることを目的とする。 

 

とあるのは、 

大和市第３子

以降学校給食

費補助金交付

事業 

大和市立小学校又は中学校及

び公立の特別支援学校の小学

部又は中学部に在籍する児童

生徒を３人以上養育する保護

者の学校給食に係る経済的負

担を軽減し、少子化対策の充

実を図ることを目的とする。 
とする。 

大和市学校給

食食材料費補

助金交付事業 

大和市立の小中学校に対し、

令和４年における物価高騰の

影響を受けた学校給食に係る

食材料費の一部を補助するこ

とにより、安定した学校給食

の提供を図ることを目的とす

る。 
 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

  

 

4



報告第４号 

 

大和市教育委員会職員の人事について 

 

 大和市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（昭和４０年大和市教育

委員会規則第１号）第２条第２項の規定により、別紙のとおり教育長が事務を臨時に

代理したので、同条第３項の規定により承認を求める。 

 

令和４年９月２９日提出 

 

     大和市教育委員会  

教育長 柿 本 隆 夫 

 



大和市学校教育基本計画に基づく　令和３年度学校評価アンケート 
　 令和4年9月29日

具体的な内容例 評価 小 中

1

基礎的・基本的な知識
及び技能の習得と活用
を重視した教育を推進
します

・少人数学級、少人数（TT）指導
・SA、学習支援ボランティアの活
用
・授業改善

A・・・
B・・・
C・・・
D・・・

4
15
0
0

6
3
0
0

大和市学習理解度調査の結果を分析し、授業改善に生かすことができた
学校もあったようである。少人数指導、ＳＡの活用等を行い、基礎的・基
本的な知識、技能の習得を図る他、休み時間、放課後に個別指導を行っ
たり、長期休業中に学習会を開いている学校があった。一人一台端末を
活用した授業改善を進めている学校が見られた。

2

「主体的・対話的で深
い学び」の視点から学
習過程を改善し、質の
高い学びを実現する取
り組みを推進します

・指導と評価の一体化
・校内研究
・ICT機器の活用
・調べる学習（探究的活動）
・学習における新聞の活用

A・・・
B・・・
C・・・
D・・・

6
13
0
0

4
5
0
0

小学校では令和２年度から、中学校では令和３年度から新学習指導要領
での指導が開始され、各校では、校内研究等を中心に「主体的・対話的
で深い学び」の視点で授業改善が進められている。一人一台端末を活用
した授業も広く行われているが、さらに質の高い実践ができるよう、教育
研究所と連携し、支援を進めていきたい。

3
学習に対して困難をか
かえる子どもに適した
教育を推進します

・外国人児童生徒に対する支援
・（特別）支援教育
・児童支援中核教諭
・SC、SSW、相談員

A・・・
B・・・
C・・・
D・・・

8
11
0
0

7
2
0
0

学校では、SC、相談員等と連携して支援を必要とする児童生徒の個々の
状況を把握し、場合によっては外部機関とも連携しながら適切な対応を
行うほか、支援を必要とする児童生徒の校内情報共有もできているよう
である。組織的対応の好事例を共有する機会を設け、各校の指導・対応
の向上を図りたい。

4
今日的な教育課題に
対応した授業に向けて
研究・研修を深めます

・校内研修
・プログラミング教育

A・・・
B・・・
C・・・
D・・・

8
11
0
0

3
6
0
0

引き続き教員が集合しての研修や研究の実施が難しい状況ではあった
が、各校において学習指導要領、ＧＩＧＡスクール構想、防災教育、健康
教育等の今日的課題の研修・研究に取り組んでいる。ICT支援員と連携
したプログラミング教育の推進を図っている学校もあり、教育研究所と連
携して支援を進めていきたい。

5
学びを支える教育環境
整備を進めます

・教材、教具の工夫（ICT機器含
む）
・校務支援システムの活用

A・・・
B・・・
C・・・
D・・・

8
11
0
0

5
4
0
0

一人一台端末の活用が進み、家庭への持ち帰りや、授業等の配信も行
われている。学校行事についても、ＩＣＴ機器を使って工夫して集会活動を
実践している学校が見られた。今後ＩＣＴ機器を活用した授業について、好
事例の情報共有を進めていきたい。

Ａ：達成できた、Ｂ：おおむね達成できた、Ｃ：達成に及ばなかった、Ｄ：課題がある

指導室　分析

※各学校の自己評価

基本目標 施策の方向

子
ど
も
一
人
ひ
と
り
の
学
び
を
保
障
し
、

確
か
な
学
力
を
育
て
ま
す

基
本
目
標
１

その他報告
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具体的な内容例 評価 小 中

1
想像力を豊かにする読
書活動を推進します

・読書活動
・朝読書、読み聞かせ
・学校図書館の活用
・図書館教育の推進

A・・・
B・・・
C・・・
D・・・

4
14
1
0

3
6
0
0

学校司書と連携した図書館に足を運びたくなるような工夫、授業中におけ
る学校図書館の活用ができていた。毎日の朝読書活動により、読書に親
しむことを一日の始まりとする朝読書活動を設定するなど、読書の推進を
図っていた。コロナ禍の制限があるが、司書教諭・学校司書を中心に学
校の工夫を支援を継続したい。

2
感受性を育て、表現す
る力を養う教育を推進
します

・芸術鑑賞
・福祉体験
・日本の伝統文化に触れる授業
・給食時間を活用したコミュニ
ケーション

A・・・
B・・・
C・・・
D・・・

4
13
2
0

1
8
0
0

芸術鑑賞や福祉体験で人数を分散させたり、講師の数を変更したり、工
夫して実施した学校があった。今後も芸術鑑賞、福祉体験のための補助
を継続していきたい。対話による美術鑑賞を行い、対話により考えを深め
る児童の様子が見られた。感染予防のため、給食時間のコミュニケーショ
ンは難しい状況であった。

3
様々な体験学習の機
会を提供します

・体験活動
・キャリア教育
・職場体験、職業講話等
・自然体験学習

A・・・
B・・・
C・・・
D・・・

4
13
2
0

2
7
0
0

コロナ下にありながら、社会見学、体験活動等様々な活動が実施方法を
工夫して子どもたちに体験機会を確保し、取り組めたところもあったようで
ある。引き続き子どもたちに必要な体験学習の機会を提供できるよう、支
援していきたい。

Ａ：達成できた、Ｂ：おおむね達成できた、Ｃ：達成に及ばなかった、Ｄ：課題がある※各学校の自己評価
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具体的な内容例 評価 小 中

1
心身ともに健康に生活
を送るための、健康教
育を推進します

・健康の保持増進
・体力、運動能力の向上
・教員が子どもと向き合う活動
・教育相談

A・・・
B・・・
C・・・
D・・・

9
10
0
0

4
5
0
0

感染防止対策に取り組みつつ、子ども達の健康の保持増進に努めた。ま
た、子ども達のストレスにも目を向け、運動ができる場の工夫にも努めて
いる。中学校では休み時間や放課後の時間を活用し、生徒の声に耳を傾
けるなど、生徒の気持ちに寄り添う活動が行われている。

2
健康な心身のための、
食育を推進します

・食育

A・・・
B・・・
C・・・
D・・・

2
15
2
0

1
8
0
0

コロナ下で、食育の推進が難しい面もあるが、栄養教諭を中心に食育に
関する情報提供を行うほか、栄養士等と連携し、授業中や給食時間中に
栄養について放送講話をした学校があった。コロナ下での衛生面に配慮
した配膳や食べ方を指導し、子ども達に身に付けさせている。

3
命を守る、安全教育を
推進します

・命の授業
・安全・防災教育
・情報モラル教育
・登下校の安全、パトロール
・PSメール
・防災計画の改善

A・・・
B・・・
C・・・
D・・・

7
12
0
0

5
4
0
0

命の大切さについて、感染予防も含め道徳や特活をはじめ教育活動全
体を通じて取り組んだ。すべての学校で、教職員を対象にスタンドパイプ
の訪問研修を行い、防災意識を更に高め、防災教育の実施に生かすこと
ができた。ＰＳメールの登録率も高く、安全に関する情報を提供できた。
SNS等に係る情報モラル教育についてはますます必要であり、教育研究
所と連携を図りたい

4

安全安心で、子どもが
落ち着いて学べる学校
の環境づくりを進めま
す

・教室環境の整備・美化
・学校施設の維持管理
・学校安全計画、危機管理マニュ
アル

A・・・
B・・・
C・・・
D・・・

7
12
0
0

3
6
0
0

教職員による学校施設の定期的な安全点検を行い、教室環境の整備、
施設の維持に努めた。長引くコロナ禍においては、適切な感染防止策に
ついて、スクールサポートスタッフ等の協力を得ながら適切に行う必要が
ある。校舎の老朽化に伴う施設・設備の補習等については引き続き課題
となっている。

Ａ：達成できた、Ｂ：おおむね達成できた、Ｃ：達成に及ばなかった、Ｄ：課題がある※各学校の自己評価
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具体的な内容例 評価 小 中

1
いじめのない学校生活
に向けた取り組みを進
めます

・いじめ対策

A・・・
B・・・
C・・・
D・・・

8
11
0
0

6
3
0
0

いじめの未然防止と早期発見・早期対応をめざした「いじめ防止基本方
針」に基づき、児童支援中核教諭・生徒指導担当教諭を中心として、職員
の共通理解を図り、関係機関等と連携しながら、学校全体として組織的
な対応を行っていた。中学校ではスマートフォン用の匿名報告・相談アプ
リケーション「ＳＴＯＰｉｔ」を一人一台端末にも導入し、いじめの早期発見と
早期対応に努めた。今後も研修等を行い、いじめの未然防止・早期発見
に努めていきたい。

2
不登校のない、だれも
が通いたくなる学校作
りを進めます

・不登校対策

A・・・
B・・・
C・・・
D・・・

6
13
0
0

4
5
0
0

職員会議等で児童生徒の情報交換を行い、不登校の未然防止、早期対
応に努めている。また、不登校状態の児童生徒に対しては、家庭と連携
を密にするとともに、家庭訪問を行ったり別室登校で居場所づくりを行う
など個別の対応を行っている。さらに、関係機関とも連携し、個々の状況
に応じた相談、対応も行っている。しかし、不登校児童生徒の人数が減
少しないことから、今後も青少年相談室と連携し、支援の方法を模索して
いきたい。

3
社会性を育む道徳教
育を推進します

・異学年交流等による社会性の
育成
・道徳教育
・人権教育
・教員の人権意識の向上

A・・・
B・・・
C・・・
D・・・

4
15
0
0

4
5
0
0

道徳科の授業を中心に子どもたちの道徳教育・人権教育が推進されてい
る。感染拡大防止の観点から、対面しての異学年交流等ができないこと
もあったようだが、工夫して取り組み、社会性を育成する姿もあったようで
ある。

4
社会に開かれた学校
教育を推進します

・地域の施設等訪問、ボランティ
ア活動
・学校評価
・学校評議員会
・ホームページ、学校便り
・地域人材力の活用

A・・・
B・・・
C・・・
D・・・

5
14
0
0

1
8
0
0

ホームページ等を活用し、学校の情報を発信する工夫が見られた。ま
た、感染対策を行いながら、地域やＰＴＡのボランティアの方に見守りや
清掃活動をしていただいた学校もあった。今後も学校運営協議会委員お
よび学校評議員の方のご意見も参考にしながら、開かれた学校教育が
推進できるよう支援していきたい。

Ａ：達成できた、Ｂ：おおむね達成できた、Ｃ：達成に及ばなかった、Ｄ：課題がある※各学校の自己評価
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